
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの光軸上で同心状に形成された互いに異なる球面レンズ度数を有する複数の視力矯
正領域に、乱視矯正用のレンズ度数が付加されたトーリック・マルチフォーカルレンズに
おいて、
　前記乱視矯正用のレンズ度数を決定する円柱度数と円柱軸方向の少なくとも何れか一方
を、前記複数の視力矯正領域の少なくとも二つの領域で互いに異ならせたことを特徴とす
るトーリック・マルチフォーカルレンズ。
【請求項２】
　レンズを角膜の表面上で周方向に位置決めする周方向位置安定化手段を設けた請求項１
に記載のトーリック・マルチフォーカルレンズ。
【請求項３】
　一方のレンズ面の光学部分を、角膜の表面形状に対応した略球状の凹面形状とする一方
、他方のレンズ面の光学部分を、前記複数の視力矯正領域における互いに異なる球面レン
ズ度数と、該複数の視力矯正領域の少なくとも二つの領域における互いに異なる乱視矯正
用のレンズ度数とを、与える非球状の凸面形状とした請求項１又は２に記載のトーリック
・マルチフォーカルレンズ。
【請求項４】
　レンズの表裏両面にそれぞれトーリック面を形成し、それらレンズ両面におけるトーリ
ック面の相互の組み合わせにより、複数の視力矯正領域の少なくとも二つの領域において
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乱視矯正用のレンズ度数を互いに異ならせた請求項１又は２に記載のトーリック・マルチ
フォーカルレンズ。
【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、互いに異なる球面レンズ度数を有する複数の視力矯正領域に乱視矯正用のレン
ズ度数が付加されたトーリック・マルチフォーカルレンズおよびその関連技術に係り、特
に、眼屈折率の調整力が劣り、且つ乱視をもつ眼の矯正のためのコンタクトレンズや眼内
レンズ等の眼科用レンズとして好適に採用されるトーリック・マルチフォーカルレンズと
、その製造方法および切削加工装置等に関するものである。
【０００２】
【背景技術】
老視や水晶体摘出等によって眼屈折力の調節能力が低下した人に用いられる眼科用レンズ
としては、従来から、特開昭５７－１０５７１７号公報，特開昭６０－９１３２７号公報
，特開昭６１－２７２７１７号公報，特開昭６２－１２１４１９号公報，特開平７－２３
９４５９号公報等に記載されているように、互いに異なる球面レンズ度数を有する複数の
視力矯正領域を、同じ光軸上に設けたマルチフォーカルレンズが、知られている。更に、
眼屈折力の調節能力の低下だけでなく、角膜や水晶体の形状歪等によって乱視もある人に
用いられる眼科用レンズとしては、特開昭５９－２０８５２４号公報，特開平２－２１４
８０９号公報，特開平９－２６５５８号公報，特開平９－４７４６２号公報等に記載され
ているように、互いに異なる球面レンズ度数を有する複数の視力矯正領域に対して乱視矯
正用のレンズ度数を付加したトーリック・マルチフォーカルレンズが、知られている。
【０００３】
ところで、眼の乱視度数は、良く知られているように乱視度と乱視軸によって特定され、
従来では、一つの眼における乱視度と乱視軸は一定であると解されていた。そのため、従
来のトーリック・マルチフォーカルレンズでは、何れも、乱視矯正用のレンズ度数を決定
する円柱度数と円柱軸方向が、全ての視力矯正領域において、矯正すべき眼における乱視
度と乱視軸に対応した単一の値に設定されている。特に、従来のトーリック・マルチフォ
ーカルレンズにおける円柱度数と円柱軸方向は、一般に、遠方観察状態にある眼について
測定した乱視度と乱視軸の値にのみ基づいて、単一の値に設定されているのが実情である
。
【０００４】
ところが、このような従来のトーリック・マルチフォーカルレンズでは、十分な調節を行
った場合でも、人によっては、特に乱視をもった老視眼における近方観察に際しての視認
性や眼疲労感等に関して、不満を感ずる場合があり、十分な矯正機能を安定して得ること
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前記複数の視力矯正領域として、近方観察用に球面レンズ度数が設定された近方視力矯
正領域と、遠方観察用に球面レンズ度数が設定された遠方視力矯正領域と、それら二つの
視力矯正領域の間に位置して、近方観察用の球面レンズ度数から遠方観察用の球面レンズ
度数まで連続的に変化する球面レンズ度数が設定された中間視力矯正領域とが設けられて
いることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか一つに記載のトーリック・マルチフ
ォーカルレンズ。

前記近方視力矯正領域と前記遠方視力矯正領域において、前記円柱度数と円柱軸方向の
何れか一方、或いはそれらの両方が、相互に異なるように設定されていることを特徴とす
る請求項５に記載のトーリック・マルチフォーカルレンズ。

前記複数の視力矯正領域を与えるレンズ面が、一度の切削加工により形成されているこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか一つに記載のトーリック・マルチフォーカ
ルレンズ。



が難しいという問題があった。
【０００５】
一方、近年の眼光学の分野における研究の結果、乱視度や乱視軸は、一つの眼においても
、瞳孔の調節や水晶体の変形等の眼各部の変化に伴って、変化する場合のあることが見い
出された。そこで、このような知見に基づいて、本発明者等が検討を重ねた結果、特に老
眼等の調節力低下の矯正機能と乱視の矯正機能を組み合わせたトーリック・マルチフォー
カルレンズでは、上述の如き問題を解決するために、眼各部の変化に伴う乱視の変化を考
慮することが有効であることを、新たに見い出したのであり、それに基づいて、本発明が
完成され得たのである。
【０００６】
【解決課題】
ここにおいて、本発明が解決すべき課題は、視認性の向上や眼疲労感の軽減等が図られ得
る、改良された構造のトーリック・マルチフォーカルレンズを提供することにある。
【０００７】
また、本発明は、そのような新規な構造のトーリック・マルチフォーカルレンズを容易に
製造することの出来るトーリック・マルチフォーカルレンズの製造方法および切削加工装
置を提供することも、目的とする。
【０００８】
更にまた、本発明は、そのような新規な構造のトーリック・マルチフォーカルレンズにお
ける乱視矯正用の円柱度数および円柱軸方向の有利な設定方法を提供することも、目的と
する。
【０００９】
【解決手段】
そして、このような課題を解決するために、トーリック・マルチフォーカルレンズに関す
る本発明の特徴とするところは、一つの光軸上で同心状に形成された互いに異なる球面レ
ンズ度数を有する複数の視力矯正領域に乱視矯正用のレンズ度数が付加されたトーリック
・マルチフォーカルレンズにおいて、乱視矯正用のレンズ度数を決定する円柱度数と円柱
軸方向の少なくとも何れか一方を、複数の視力矯正領域の少なくとも二つの領域で互いに
異ならせたことにある。
【００１０】
このような本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズにおいては、
互いに異なる球面レンズ度数を有する複数の視力矯正領域を備えていることから、従来の
マルチフォーカルレンズと同様、老視や水晶体摘出等によって眼屈折力の調節機能が低下
した人の視力を、視認対象物までの複数の乃至は広い距離範囲において効果的に矯正する
ことが出来ることは勿論、乱視を併せもつ眼の場合でも、乱視矯正用のレンズ度数が付加
されていることにより、乱視の矯正が為され得る。
【００１１】
そこにおいて、特に、乱視を矯正するための円柱度数と円柱軸方向が、視力矯正領域によ
って異なる値に設定され得ることから、眼各部の変化に伴う乱視の変化を考慮し、それぞ
れの視力矯正領域が利用される眼の状態に応じた円柱度数や円柱軸方向を、各視力矯正領
域毎に設定することが出来るのであり、それによって、視認対象物までの距離の変化等に
拘わらず、乱視が有利に且つ安定して矯正され得るのであり、従来の単一の乱視矯正用レ
ンズ度数が設定されたトーリック・マルチフォーカルレンズに比べて、視認性の向上や眼
疲労感の軽減等が極めて有利に達成され得るのである。
【００１２】
なお、本発明は、ソフトコンタクトレンズやハードコンタクトレンズ等の角膜上に装用さ
れるコンタクトレンズの他、眼球内に装用される眼内レンズにも、適用可能であり、また
、各視力矯正領域における乱視が、単乱視の他、複乱視や混合乱視、或いは不正乱視等で
あっても、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズが、矯正用レ
ンズとして採用され得る。また、本発明は、主に利用する視力矯正領域の変更に際して、
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視軸の移動を前提とする視軸移動型のレンズと、視軸の移動を前提としない同時視型のレ
ンズの何れにも適用可能である。更にまた、本発明において、視力矯正領域の光軸（光学
的中心軸）は、レンズの幾何中心軸に対して、同軸的であってもよいが、偏心していても
良く、例えば、眼の瞳孔位置やレンズの装用状態等を考慮し、また視軸移動型レンズの場
合には視軸の移動状態等も考慮して、適宜に決定される。更に、本発明に係るトーリック
・マルチフォーカルレンズにおいては、装用される眼の状態等に応じて、必要とされる矯
正機能を実現するように２つ或いは３つ以上の視力矯正領域が設定されるが、各視力矯正
領域における球面レンズ度数は、必ずしも一定である必要はなく、例えば、近方観察用に
球面レンズ度数が設定された近方視力矯正領域と、遠方観察用に球面レンズ度数が設定さ
れた遠方視力矯正領域を設けると共に、それら近方視力矯正領域と遠方視力矯正領域の間
に位置して、近方観察用の球面レンズ度数から遠方観察用の球面レンズ度数まで連続的に
変化する球面レンズ度数が設定された中間視力矯正領域を設けた構造等を採用することも
可能である。
【００１３】
また、本発明に係るトーリック・マルチフォーカルレンズにおいて、乱視矯正用のレンズ
度数を決定する円柱度数と円柱軸方向は、従来から乱視に対する処方として眼科レンズの
分野で用いられている指標であって、球面レンズ度数と組み合わせて、乱視矯正用レンズ
における光学特性を特定するものである。そして、これら円柱度数と円柱軸方向は、互い
に異なる球面レンズ度数が設定された視力矯正領域が３つ以上存在する場合には、少なく
とも２つの視力矯正領域において、装用される眼の状態等に応じて、互いに異なる値に設
定されることとなる。具体的には、例えば、前述の如き、近方視力矯正領域と遠方視力矯
正領域および中間視力矯正領域の３つの視力矯正領域を有する、本発明に従う構造とされ
たトーリック・マルチフォーカルレンズでは、近方視力矯正領域と遠方視力矯正領域とで
、円柱度数と円柱軸方向の何れか一方、或いはそれらの両方が、相互に異なるように設定
されることとなる。
【００１４】
さらに、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズでは、レンズを
角膜の表面上で周方向に位置決めする周方向位置安定化手段が、好適に採用され、それに
よって、レンズの円柱軸方向が眼の乱視軸方向に対して有利に位置決めされ得ることから
、上述の如き、乱視の矯正能力に優れたコンタクトレンズが有利に実現され得る。なお、
周方向位置安定可手段としては、例えば、重心を下方に偏倚させたプリズムバラスト構造
や、レンズ表面の上下両端縁を傾斜面状に薄くしたダイナミックスタビリゼーション構造
、レンズ下端部を水平方向に略直線状に切除したトランケーション構造等、従来から公知
の各種の構造が採用され得る。
【００１５】
また、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズでは、一方のレン
ズ面を、互いに異なる球面レンズ度数を与えるように、互いに異なる曲率が設定された複
数の同心的な円環状の略球面形状とすると共に、他方のレンズ面を、乱視矯正用のレンズ
度数を与えるトーリック面とすること等も可能であるが、その他、例えば、一方のレンズ
面の光学部分を、角膜の表面形状に対応した略球状の凹面形状とする一方、他方のレンズ
面の光学部分を、複数の視力矯正領域における互いに異なる球面レンズ度数と、該複数の
視力矯正領域の少なくとも二つの領域における互いに異なる乱視矯正用のレンズ度数とを
、与える非球状の凸面形状とした構造が、好適に採用される。このような構造を採用すれ
ば、角膜表面へのレンズ装用性が向上されることから、上述の如き、乱視の矯正能力に優
れたコンタクトレンズが有利に実現され得るのであり、特に、ハードコンタクトレンズの
場合には、レンズと角膜の間に介在する涙液の悪影響が防止され、目的とする矯正能力が
より有効に且つ安定して発揮され得ることとなる。しかも、このような構造とされたレン
ズでは、一方のレンズ面の光学部分が略球状の凹面形状とされることから、かかるレンズ
面の切削加工等による形成が容易であり、製造性の向上も図られ得る。
【００１６】
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更にまた、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズでは、レンズ
の表裏両面にそれぞれトーリック面を形成し、それらレンズ両面におけるトーリック面の
相互の組み合わせにより、複数の視力矯正領域の少なくとも二つの領域において乱視矯正
用のレンズ度数を互いに異ならせた構造も、好適に採用され得る。このような構造を採用
すれば、例えば、一方のレンズ面において、単一の円柱度数と円柱軸方向をもってトーリ
ック面を形成すると共に、他方のレンズ面において、特定の視力矯正領域だけに単一の円
柱度数と円柱軸方向をもってトーリック面を形成することによって、それら両レンズ面形
状の組み合わせで、各視力矯正領域に対して互いに異なる乱視矯正用のレンズ度数を付与
することも可能となり、レンズの一方の面において部分的に円柱軸度数や円柱軸方向を変
更する必要がなくなることから、切削加工等によるレンズの製造が容易となる。更にまた
、例えば、レンズ両面における互いに異なる視力矯正領域に、円柱度数と円柱軸方向の少
なくとも一方が異なるトーリック面を形成することにより、互いに異なる乱視矯正用のレ
ンズ度数を与えることも可能であり、それによって、何れのレンズ面においても、視力矯
正領域毎に円柱度数や円柱軸方向を異ならせる必要がなくなり、製造が容易となる。或い
はまた、例えば、両レンズ面に形成されたトーリック面を組み合わせることによって、大
きな円柱度数を容易に付与することも可能となる。
【００１７】
さらに、前述の如き課題を解決するために、トーリック・マルチフォーカルレンズの製造
方法に関する本発明の特徴とするところは、レンズ素材を回転中心軸回りに回転せしめつ
つ、該レンズ素材のレンズ面を切削加工するバイトを、レンズ素材の回転中心軸に直交す
る旋回軸回りに旋回移動せしめることにより、上述の如き本発明に従う構造とされたトー
リック・マルチフォーカルレンズを製造するに際して、レンズ素材の加工中心軸を、回転
中心軸回りの回転角度に応じて、該回転中心軸に対して、９０度周期で予め定められた偏
心量だけ、偏心方向に往復移動させると共に、レンズ素材の偏心量および偏心方向の少な
くとも何れか一方と、バイトの旋回軸回りの旋回半径を、それぞれ、バイトの旋回軸回り
の旋回角度に応じて変更するようにしたことにある。
【００１８】
このような本発明方法に従えば、レンズ素材のレンズ面をバイトで切削加工するに際して
、レンズ素材の加工中心軸の回転中心軸に対する往復偏心移動によって、その偏心量に応
じた量だけの円柱度数が設定されると共に、その円柱軸方向が、偏心移動方向に応じて設
定されるのであり、また、バイトの旋回半径に応じた球面レンズ度数が設定されることと
なる。それ故、バイトの旋回角度に応じて、バイトの旋回半径を変更することにより、球
面レンズ度数が異なる複数の視力矯正領域を与えるレンズ面を同軸的に形成することが出
来ると共に、レンズ素材の加工中心軸の回転中心軸に対する偏心量や偏心方向を変更する
ことにより、それら各視力矯正領域における円柱度数や円柱軸方向を互いに異ならせるこ
とが出来るのである。
【００１９】
従って、本発明方法によれば、同心状に位置せしめられた複数の視力矯正領域において、
互いに異なる球面レンズ度数と、それらの少なくとも二つの領域で互いに異なる乱視矯正
用のレンズ度数とを、それぞれ与えるレンズ面が、一度の切削加工によって有利に形成さ
れるのであり、前述の如き本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレン
ズを、容易に製造することが出来るのである。
【００２０】
また、前述の如き課題を解決するために、トーリック・マルチフォーカルレンズの切削加
工装置に関する本発明の特徴とするところは、（ａ）レンズ素材を回転中心軸回りに回転
可能に保持し、回転中心軸回りの回転角度に応じて、レンズ素材の加工中心軸を回転中心
軸に対して、９０度周期で予め定められた偏心量だけ偏心方向に往復移動させるレンズ保
持装置と、（ｂ）レンズ保持装置の回転中心軸回りに回転せしめられるレンズ素材のレン
ズ面を切削加工するバイトを、レンズ保持装置の回転中心軸に直交する旋回軸回りに旋回
可能に保持せしめるバイト保持装置と、（ｃ）レンズ保持装置におけるレンズ素材の偏心
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量および偏心方向の少なくとも何れか一方と、バイト保持装置におけるバイトの旋回軸回
りの旋回半径を、それぞれ、バイトの旋回軸回りの旋回角度に応じて変更する制御装置と
を、含んで構成されたトーリック・マルチフォーカルレンズの切削加工装置にある。
【００２１】
このような本発明に従う構造とされた切削加工装置においては、レンズ素材をレンズ保持
装置で保持して回転中心軸回りに回転せしめつつ、該レンズ素材を切削するバイトを、バ
イト保持装置で旋回させることによって、一方のレンズ面が切削加工されることとなるが
、その際、バイトの旋回角度に応じて、バイトの旋回半径が制御装置で変更されることに
より、球面レンズ度数の異なる複数の視力矯正領域を与えるレンズ面が同軸的に形成され
ると共に、レンズ素材の加工中心軸の回転中心軸に対する偏心量や偏心方向が制御装置で
変更されることにより、それら各視力矯正領域における円柱度数や円柱軸方向が互いに異
なる値に設定され得る。それ故、このような切削加工装置を採用することによって、前述
の如き、トーリック・マルチフォーカルレンズの製造方法を有利に実施することが出来る
のであり、また、同心状に位置せしめられた複数の視力矯正領域において、互いに異なる
球面レンズ度数と、それらの少なくとも二つの領域で互いに異なる乱視矯正用のレンズ度
数とを、それぞれ与えるレンズ面を、一度の切削加工によって有利に形成することが出来
、前述の如き本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズを、容易に
製造することが出来るのである。
【００２２】
更にまた、前述の如き課題を解決するために、トーリック・マルチフォーカルレンズにお
ける乱視矯正用のレンズ度数の設定方法に関する本発明の特徴とするところは、視力矯正
領域が、近方観察用領域と遠方観察用領域を含んで構成された上述の如き本発明に従う構
造のトーリック・マルチフォーカルレンズにおいて、乱視矯正用のレンズ度数を決定する
円柱度数と円柱軸方向を設定するに際して、近方観察用領域における円柱度数および円柱
軸方向を、予め測定された近方観察眼の乱視データに基づいて設定すると共に、遠方観察
用領域における円柱度数および円柱軸方向を、予め測定された遠方観察眼の乱視データに
基づいて設定するトーリック・マルチフォーカルレンズにおける乱視矯正用のレンズ度数
の設定方法にある。
【００２３】
このような本発明方法においては、実際に近方観察を行っている状態下での乱視の状態と
、実際に遠方観察を行っている状態下での乱視の状態とに基づいて、近方観察領域と遠方
観察領域におけるそれぞれの円柱度数と円柱軸方向が設定されることとなる。それ故、観
察対象物までの距離の相違に起因する水晶体や瞳孔等の眼各部の変化に伴う乱視の変化を
考慮して、各観察領域における乱視矯正用のレンズ度数が設定されるのであり、以て、レ
ンズを装用する個人毎の乱視状態に応じた乱視矯正用のレンズ度数が一層有利に設定され
得て、乱視が有利に且つ安定して矯正され得るのであり、従来の遠方観察時の乱視状態に
よって単一の乱視矯正用レンズ度数を設定したトーリック・マルチフォーカルレンズに比
べて、視認性の向上や眼疲労感の軽減等が極めて有利に実現され得るのである。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を参
照しつつ、詳細に説明する。
【００２５】
先ず、図１には、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズの第一
の実施形態としての老視用コンタクトレンズ１０が、凸状表面側の斜め下方からの斜視図
にて示されており、図２および図３には、かかる老視用コンタクトレンズ１０の平面図お
よび断面図が概略的に示されている。本実施形態の老視用コンタクトレンズ１０は、略中
央部分において、直径：Ｄの円形の近用視力矯正領域１２を有していると共に、この近用
視力矯正領域１２の周りを取り囲むようにして、幅：Ｂの円環形状の遠用視力矯正領域１
４を有しており、これら近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４によって、視力矯
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正機能を発揮する光学領域が構成されている。なお、遠用視力矯正領域１４の外周側は、
有効な視力矯正機能を発揮しない非光学領域としての円環状の周辺部１６である。
【００２６】
このような同時視型の老視用コンタクトレンズ１０では、装用者は、近用視力矯正領域１
２と遠用視力矯正領域１４の両方の光学部分を同時に使用して、視認対象物を観察するこ
ととなり、脳の判断等に基づいて、何れかの視力矯正領域１２，１４によって明瞭に視認
できる像を判別することにより、視認対象物を観察することとなる。
【００２７】
なお、近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４は、互いに同じ光学中心軸：Ｏをも
って同心状に形成されているが、この光学中心軸：Ｏは、老視用コンタクトレンズ１０の
外周縁部に対する幾何中心軸：Ｐに対して、鉛直上方に所定量：Ｅだけ偏心して位置決め
されている。また、この偏心量：Ｅは、装用者の眼の瞳孔位置等を考慮し、必要に応じて
適宜に設定されるものであり、例えば、鉛直上下方向だけでなく、左右方向（例えば、鼻
側）に偏心させるようにしても良い。
【００２８】
また、かかる老視用コンタクトレンズ１０の裏面１８は、略全面に亘って、角膜表面形状
に対応した凹面形状とされており、装用される眼の角膜に近似した曲率半径：ｒ０の球面
形状（ベースカーブ）とされていると共に、その外周縁部には、必要に応じて、曲率半径
の大きなベベルが設けられる。
【００２９】
また一方、かかる老視用コンタクトレンズ１０の表面２０は、近用視力矯正領域１２にお
いて、近方観察時に有効な矯正視力を与えるだけの屈折力を実現せしめ得る凸面形状を有
していると共に、遠用視力矯正領域１４において、遠方観察時に有効な矯正視力を与える
だけの屈折力を実現せしめ得る凸面形状を有している。また、かかる表面２０は、裏面１
８に対して、面中心がずらされており、以て、光学中心軸：Ｏの幾何中心軸：Ｐに対する
偏心方向とは反対のレンズ下方に重心を偏心させたプリズムバラスト構造が採用されてい
る。更にまた、表面２０の外周縁部には、スラブオフが付されて肉厚寸法が小さくされて
いる。
【００３０】
ここにおいて、近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４は、それぞれ、適当な球面
レンズ度数を有すると共に、適当な乱視矯正用のレンズ度数、即ち円柱度数と円柱軸方向
を有している。しかも、近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４では、球面レンズ
度数だけでなく、円柱度数と円柱軸方向も、互いに異なる値に設定されている。そして、
本実施形態では、これら近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４における球面レン
ズ度数および乱視矯正用のレンズ度数が、何れも、レンズ表面２０を特定形状に設定する
ことにより、実現されている。
【００３１】
すなわち、レンズ表面２０を決定するに際しては、先ず、装用者の眼の屈折度が測定され
る。そこにおいて、かかる屈折度としては、少なくとも、球面屈折異常（近視および遠視
）と乱視が測定され、特に乱視は、乱視度数と乱視軸が、近点観察状態下と遠点観察状態
下とで、それぞれ測定される。そして、近用視力矯正領域１２におけるレンズ表面２０で
は、球面屈折異常の測定値と近点観察状態下での乱視度数および乱視軸を考慮して、近点
観察時に有効な矯正視力を与え得るだけの球面レンズ度数と円柱レンズ度数が付与される
ように、かかる近用視力矯正領域１２におけるレンズ表面２０の円柱軸方向（例えば、レ
ンズの鉛直方向線に対する鉛直側主経線２２の傾斜角度：α）が決定されると共に、一方
の主経線（例えば、鉛直側主経線）における曲率半径：ｒ１と、円柱度数が設定されるこ
とにより、近用視力矯正領域１２におけるレンズ表面２０の形状が決定されることとなる
。また一方、遠用視力矯正領域１４におけるレンズ表面２０では、球面屈折異常の測定値
と遠点観察状態下での乱視度数および乱視軸を考慮して、遠点観察時に有効な矯正視力を
与え得るだけの球面レンズ度数と円柱レンズ度数が付与されるように、かかる遠用視力矯

10

20

30

40

50

(7) JP 4023902 B2 2007.12.19



正領域１４におけるレンズ表面２０の円柱軸方向（例えば、レンズの鉛直方向線に対する
鉛直側主経線２４の傾斜角度：β）が決定されると共に、一方の主経線（例えば、鉛直側
主経線）における曲率半径：ｒ２と、円柱度数が設定されることにより、遠用視力矯正領
域１４におけるレンズ表面２０の形状が決定されることとなる。
【００３２】
そして、このようにして決定された近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４では、
近方観察状態と遠方観察状態とにおける眼の乱視状態の相違に応じて、円柱軸方向と円柱
度数の少なくとも一方が、互いに異なって設定されることとなる。その結果、近方観察時
には、近方観察用の矯正視力を与える近用視力矯正領域１２に設定された乱視矯正用のレ
ンズ度数によって、近方観察状態下で特有の眼の乱視状態が有利に矯正されて、良好なる
視力矯正効果が発揮されると共に、遠方観察時には、遠方観察用の矯正視力を与える遠用
視力矯正領域１４に設定された乱視矯正用のレンズ度数によって、遠方観察状態下で特有
の眼の乱視状態が有利に矯正されて、良好なる視力矯正効果が発揮され得るのである。
【００３３】
次に、図４には、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズの第二
の実施形態としての老視用コンタクトレンズ２６が、凸状表面側の斜め下方からの斜視図
にて示されており、図５および図６には、かかる老視用コンタクトレンズ２６の平面図お
よび断面図が概略的に示されている。本実施形態の老視用コンタクトレンズ２６は、中央
部分において、直径：ｄの略円形の遠用視力矯正領域２８を有していると共に、この遠用
視力矯正領域２８の周りに位置する他の部分は、全て、近用視力矯正領域３０とされてお
り、これら遠用視力矯正領域２８と近用視力矯正領域３０によって、視力矯正機能を発揮
する光学領域が構成されている。なお、遠用視力矯正領域２８と近用視力矯正領域３０は
、互いに同じ光学中心軸：Ｏをもって同心状に形成されているが、この光学中心軸：Ｏは
、老視用コンタクトレンズ２６の外周縁部に対する幾何中心軸：Ｐに対して、鉛直上方に
所定量：Ｅ′だけ偏心して位置決めされている。この偏心量：Ｅ′は、装用者の眼の瞳孔
位置等を考慮し、必要に応じて適宜に設定されるものであり、例えば、鉛直上下方向だけ
でなく、左右方向（例えば、鼻側）に偏心させるようにしても良い。
【００３４】
このような視軸移動型の老視用コンタクトレンズ２６では、装用者は、遠方観察時と近方
観察時における視軸の移動に伴う、レンズに対する瞳孔位置の相対移動に基づいて、遠用
視力矯正領域２８と近用視力矯正領域３０の各光学部分を適宜に使い分けて、視認対象物
を観察することとなり、何れの視力矯正領域２８，３０を主に使用するかを視軸の移動で
選択することにより、異なる距離にある視認対象物を観察し得るようになっている。なお
、老視用コンタクトレンズ２６の外周縁部は、下端部３６が水平方向に略直線状に切除さ
れており、それによって、装用時にレンズの回転を防止して安定化するトランケーション
構造が付与されている。
【００３５】
ここにおいて、本実施形態の老視用コンタクトレンズ２６の裏面３２は、第一の実施形態
と同様、適当な曲率半径：ｒ０のベースカーブとされている。また、その表面３４は、遠
用視力矯正領域２８と近用視力矯正領域３０において、遠方観察時と近方観察時にそれぞ
れ有効な矯正視力を与えるだけの屈折力を実現せしめ得る凸面形状を有している。
【００３６】
すなわち、本実施形態の老視用コンタクトレンズ２６においても、第一の実施形態と同様
、レンズ表面３４を特定形状に設定することにより、遠用視力矯正領域２８と近用視力矯
正領域３０の各々について、遠点観察時と近点観察時のそれぞれの場合で何れも有効な矯
正視力が発揮されるように、球面レンズ度数だけでなく、円柱度数と円柱軸方向も、互い
に異なる値に設定されているのである。具体的には、例えば、図示されているように、遠
用視力矯正領域２８と近用視力矯正領域３０の各々について、レンズ表面３４の円柱軸方
向（即ち、レンズの鉛直方向線に対する鉛直側主経線３８，４０の傾斜角度：α′，β′
）が決定されると共に、一方の主経線（例えば、鉛直側主経線３８，４０）における曲率
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半径：ｒ１′，ｒ２′と、円柱度数が設定されているのである。なお、かかる球面レンズ
度数等の設定の具体的操作は、何れも、第一の実施形態と同様に、球面屈折異常の測定値
と遠点および近点の観察状態下での乱視度数と乱視軸の測定値を考慮して、各領域２８，
３０におけるレンズ表面２０の形状を決定することによって為され得ることから、ここで
は、その詳細な説明を省略する。
【００３７】
従って、本実施形態の老視用コンタクトレンズ２６においても、遠用視力矯正領域２８と
近用視力矯正領域３０に対し、近方観察状態と遠方観察状態とにおける眼の乱視状態の相
違に応じて、円柱軸方向と円柱度数の少なくとも一方が、互いに異なって設定され得るこ
とから、眼の乱視状態の変化に対応した乱視矯正が有利に実現され得て、視力矯正効果の
向上と安定化が図られ得るのであり、前記第一の実施形態と同様の効果が、有効に発揮さ
れるのである。
【００３８】
ところで、上記第一及び第二の実施形態の如き構造の老視用コンタクトレンズ１０，２６
は、例えば、成形型を用いたモールド成形等によっても製造出来るが、切削加工によって
も、有利に製造され得る。かかる老視用コンタクトレンズ１０，２６の製造に際して好適
に用いられる切削加工装置の具体例が、図７及び図８に示されている。
【００３９】
この切削加工装置は、ベース４２上で互いに対向位置して配設されたレンズ保持装置４４
とバイト保持装置４６を含んで構成されている。レンズ保持装置４４は、電動モータ等で
回転中心軸：Ｌの回りに回転駆動せしめられる主軸４８を備えており、この主軸４８の先
端部に対して、チャックを介し、レンズ素材５０が取り付けられ、保持せしめられて、回
転中心軸：Ｌの回りに回転せしめられるようになっている。また一方、バイト保持装置４
６は、先端に硬質チップを有する切削用バイト５２が固定的に取り付けられた装置本体５
４が、支持盤５６上で移動可能に支持されて、レンズ保持装置４４にて保持されたレンズ
素材５０に対してバイト５２が対向位置せしめられるようになっていると共に、数値制御
装置５８によって、かかる装置本体５４ひいてはバイト５２が、水平面内の直交座標：Ｘ
，Ｙ上で移動制御されるようになっている。
【００４０】
そして、図９にモデル的に示されているように、レンズ保持装置４４により、レンズ素材
５０を回転中心軸：Ｌの回りで回転させつつ、バイト保持装置４６で支持されたバイト５
２をレンズ素材５０の被加工面に当接させ、数値制御装置５８により、該バイト５２を、
回転中心軸：Ｌに直交する鉛直な旋回軸：Ｑの回りに旋回するように、回転中心軸：Ｌを
含む水平面内で曲率半径：ｒの円弧上を移動させることによって、レンズ素材５０に対し
て、曲率半径：ｒの球面形状を有する凸状のレンズ面６０を切削形成することが出来るの
である。また、そこにおいて、切削バイト５２の旋回軸：Ｑの回りの旋回角度：θに応じ
て、換言すれば回転中心軸：Ｌに対するバイト５２のＹ軸方向での変位量に応じて、切削
バイト５２の旋回軸：Ｑを回転中心軸：Ｌ方向（Ｘ方向）に移動させ、切削バイト５２の
移動軌跡である円弧の曲率半径：ｒを変更することによって、レンズ面６０において、曲
率半径：ｒが互いに異なる複数の領域：Ａ，Ｂ（例えば、第一の実施形態の老視用コンタ
クトレンズ１０における近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４）を、同一軸上で
同心的に形成することが出来るのである。
【００４１】
また、図１０に示されているように、偏心装着用治具６２を用いて、レンズ素材５０の幾
何中心軸：Ｐを、主軸４８の回転中心軸：Ｌに対して所定角度だけ偏倚させることも可能
であり、これにより、前記実施形態の老視用コンタクトレンズ１０，２６のように、レン
ズの光学中心軸：Ｏを、幾何中心軸：Ｐに対して、適宜に偏心させることが出来る。
【００４２】
さらに、レンズ保持装置４４にあっては、レンズ素材５０の回転中心軸：Ｌの回りの回転
角度に応じて、レンズ素材５０の加工中心軸たる光学中心軸：Ｏが、回転中心軸：Ｌに対
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して、９０度周期で予め定められた偏心量：ｅだけ、回転中心軸：Ｌに直交する偏心方向
に往復移動せしめられるようになっている。かかる往復偏心移動機構は、例えば、特開平
６－２２６６１１号公報に記載されているように、レンズ素材５０を支持するチャック部
材を、主軸４８に対して、回転中心軸：Ｌに直交し、主軸４８と共に回転する一つの直線
上で変位可能とすると共に、このチャック部材を、回転中心軸：Ｌに対して偏心して固定
的に設けられた案内孔の内周面で案内すること等によって、有利に実現され得るが、公知
の機構であることから、ここでは詳細な説明を省略する。
【００４３】
そして、このような往復偏心移動機構により、レンズ素材５０の光学中心軸：Ｏが、回転
中心軸：Ｌに対して、９０度周期で予め定められた偏心量：ｅだけ、回転中心軸：Ｌに対
して往復移動せしめられることにより、図１１に示されているように、レンズ素材５０に
おけるレンズ面６０上の一つの点の回転移動軌跡：Ｍは、レンズ素材５０の光学中心軸：
Ｏ′の回転中心軸：Ｌに対する偏心方向：ａ－ａ上での半径が、それに直交する方向：ｂ
－ｂ上での半径に比して、偏心量：ｅだけ小さな楕円形状とされる。それ故、前述の如く
、バイト５２を、回転中心軸：Ｌに対し、旋回中心軸：Ｑの回りにおいて曲率半径：ｒで
旋回移動させると、図１２に示されているように、レンズ素材５０におけるｂ－ｂ方向の
断面では、そのまま曲率半径：ｒの円弧状表面６４とされるが、それに直交するａ－ａ方
向の断面では、偏心量：ｅに対応する分だけ実質的に大きな曲率半径：ｒ″を有する円弧
状表面６６として形成される。
【００４４】
従って、かくの如き切削加工装置を用いて形成されたレンズ表面６０は、互いに直交する
ａ－ａ方向とｂ－ｂ方向が二つの主経線方向（円柱軸方向）となり、且つ偏心量：ｅに対
応した円柱度数が設定されたトーリック面とされるのである。そして、切削バイト５２の
旋回軸：Ｑの回りの旋回角度：θに応じて、切削バイト５２の旋回軸：Ｑを回転中心軸：
Ｌ方向（Ｘ方向）に移動させると同時に、チャック部材をガイドする案内孔の偏心量を変
更すること等により、主軸４８の回転中心軸：Ｌに対するレンズ素材５０の加工中心軸：
Ｏの偏心量：ｅを変更することにより、図９に示されている、互いに異なる曲率半径：ｒ
が設定された複数の領域：Ａ，Ｂ（例えば、第一の実施形態の老視用コンタクトレンズ１
０における近用視力矯正領域１２と遠用視力矯正領域１４）に対して、それぞれ、互いに
異なる円柱度数を、適宜に設定することが出来るのである。
【００４５】
また、このような切削加工装置によれば、一方のレンズ面（上述の具体的説明では、凸状
のレンズ表面２０，３４）側の切削加工に際して、各視力強制領域における互いに異なる
球面レンズ度数と乱視レンズ度数を、同時に設定し得ることから、レンズ面の切削加工が
極めて容易であり、他方のレンズ面（上述の具体的説明では、凹状のレンズ裏面１８，３
２）側は、角膜形状に対応した単純な球面形状とされ得ることから、より優れたレンズの
製作性が実現されると共に、コンタクトレンズとしての装用感の向上も有利に確保され得
るのである。
【００４６】
なお、本実施形態では、各視力矯正領域に対してそれぞれ異なる円柱度数を設定し得る切
削加工装置について説明したが、各視力矯正領域に対して、レンズ面の切削加工と同時に
、異なる円柱軸を設定することも可能である。そのような切削加工装置は、例えば、主軸
にチャッキングされ回転するワーク（レンズ素材）に対して相対して配設された切削バイ
トが、ワークの回転中心軸に直交する旋回軸回りに旋回移動可能とされていると共に、（
Ｉ）目的の円柱度数（トーリック面）を形成する為に、主軸が９０度回転する毎にワーク
に対する切削バイトの相対位置を回転軸に対して偏心させる動きを実現する機構と、（ II
）目的の多焦点面（２焦点も含む）を形成する為に、切削バイトをワークに対して回転軸
方向で前後させる動きを実現する機構と、（ III ）目的のＡＸＩＳ（円柱軸方向）を形成
する為に、ワークを回転させる動きを実現する機構と、（ IV）更にこれら三者の動きをバ
イトの旋回角度に合わせて同時に制御し得る機構とを、含んで構成されることによって、
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有利に実現され得るのであり、このような切削加工装置を用いることによって、光学中心
を中心とした各部位ごとに、目的の乱視度数と老視度数を有したトーリックマルチフォー
カル面を有するレンズを有利に製造することが出来るのである。なお、上記（ III ）の機
構としては、例えば、ワークを主軸に対して回転させて主軸によるワークの周方向での支
持位置を変更させる機構等が、好適に採用され得る。
【００４７】
以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、これらは文字通りの例示であって、本
発明は、上述の実施形態における具体的な記載によって、何等限定的に解釈されるもので
ない。また、本発明は、当業者の知識に基づいて、種々なる変更，修正，改良等を加えた
態様において実施され得るものであり、そのような実施態様が、本発明の趣旨を逸脱しな
い限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることが、理解されるべきである。
【００４８】
【発明の効果】
上述の説明から明らかなように、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカ
ルレンズにおいては、乱視を矯正するための円柱度数と円柱軸方向が、視力矯正領域によ
って異なる値に設定され得ることから、各視力矯正領域により、眼の状態に応じた視力矯
正が実現されるのであり、従来の単一の乱視矯正用レンズ度数が設定されたものに比して
、乱視矯正効果の更なる向上が達成されるのである。
【００４９】
また、本発明方法に従えば、同心状に位置せしめられた複数の視力矯正領域において、互
いに異なる球面レンズ度数と乱視矯正用のレンズ度数をそれぞれ与えるレンズ面を、一つ
の切削加工工程によって形成することが可能であり、それ故、本発明に従う構造とされた
トーリック・マルチフォーカルレンズを、容易に製造することが出来るのである。
【００５０】
更にまた、本発明に従う構造とされた切削加工装置においては、かくの如き本発明方法を
有利に実施することが可能であり、以て、本発明に従う構造とされたトーリック・マルチ
フォーカルレンズを、容易に製造することが出来るのである。
【００５１】
さらに、本発明のレンズ度数設定方法に従えば、互いに異なる球面レンズ度数が設定され
た複数の視力矯正領域において、レンズを装用する個人毎の乱視状態に応じた乱視矯正用
のレンズ度数が、有利に且つ高精度に設定され得て、優れた乱視矯正効果が発揮されるの
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズの第一の実施形
態としての老視用コンタクトレンズを示す斜視説明図である。
【図２】図１に示された老視用コンタクトレンズの正面概略説明図である。
【図３】図１に示された老視用コンタクトレンズの縦断概略説明図である。
【図４】本発明に従う構造とされたトーリック・マルチフォーカルレンズの第二の実施形
態としての老視用コンタクトレンズを示す斜視説明図である。
【図５】図４に示された老視用コンタクトレンズの正面概略説明図である。
【図６】図５に示された老視用コンタクトレンズの縦断概略説明図である。
【図７】本発明に従う構造とされた切削加工装置の実施形態例を示す正面概略図である。
【図８】図７に示された切削加工装置の平面概略図である。
【図９】図７に示された切削加工装置による球面状のレンズ面の切削作動を示す説明図で
ある。
【図１０】図７に示された切削加工装置に用いられ得る、レンズの幾何中心軸に対して光
学中心軸を偏倚設定できる偏心装着治具の具体例を示す縦断面説明図である。
【図１１】図７に示された切削加工装置によるトーリック状のレンズ面の切削作動を説明
するための説明図である。
【図１２】図７に示された切削加工装置によるトーリック状のレンズ面の切削作動を説明
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するための別の説明図である。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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